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	申請手続きの流れ
	STEP
	申請書の提出
	下記の申請書類を提出してください。
	①事業認定申請書②住民税等収納状況調査同意書（市外に住所を置く申請者は、世帯員全員分の納税証明書） ③廃業後に申請する場合は、税務署に提出した廃業届の写し
	※この他に書類提出を求める場合があります。
	※認定決定後から事業に着手できます。
	STEP

	営業開始届の提出
	認定日から１年以内に営業を開始し、速やかに「営業開始届」を提出してください。
	STEP

	補助金交付申請の提出
	事業者認定から１年経過後に下記の申請書類を提出してください。
	①交付申請書兼実績報告書②領収書または支払いを証明する書類の写し③実施状況を示す写真④融資証明書等の写し⑤特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の写し⑥事業に関連する営業許可証等の写し⑦商工会等の会員であることを示す書類の写し⑧住民税等収納状況調査同意書（市外に住所を置く申請者は、世帯員全員分の納税証明書）
	※この他に書類提出を求める場合があります。
	※交付額確定通知書を受領した後、補助金交付請求書 　と振込先通帳の写しを速やかに提出してください。
	STEP

	事業状況報告
	留意点
	・すでに創業（開業届済、法人設立済）している方は、対象外となります。 ・国や県等の他の補助制度との併用は可能です。ただし、同一費目に対する重複 　利用は認められません。




